
八尾市自主防災組織育成助成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター（以下「センター」という。）が宝くじ

の社会貢献広報事業として行うコミュニティ助成事業助成金を受けて実施する八尾市自主防

災組織育成助成事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、八尾市補助金交付

規則（平成16年八尾市規則第26号）及びセンターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱

（以下「実施要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象団体） 

第２条 補助金交付の対象団体は、八尾市内の現在防災活動を行っている校区まちづくり協議

会とする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象となる事業は、センターが実施要綱に定める自主防災組織育成助成事業で、

センターが本市に対して助成を決定したものとする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、校区まちづくり協議会が行う地域の防災活動に直接

必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する経費とし、センターが定める実施要

綱及びコミュニティ助成事業留意事項に定める内容に適合するものとする。 

 

（補助金額） 

第５条 補助金額は、センターが決定した金額とする。 

 

（助成希望） 

第６条 センターに助成事業の申請を希望する団体は、別に定める期日までに市長に申し出る

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたものに

ついて、センターに助成事業を申請する団体（以下「申請団体」という。）として選定する

ものとする。 

３ 前項の規定において適当と認めた助成希望が複数団体からある場合は、公開抽選を行い、

申請団体を選定するものとする。 

４ 前項までの規定により選定された申請団体は、本市が大阪府より本市の事業をセンターに

申請するとの通知を受けた場合、自主防災組織育成助成事業申請希望書（様式第１号）（以

下「希望書」という。）に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しな

ければならない。 

（１）団体規約の写し 

（２）事業計画及び収支予算書の写し（当該希望書を提出する年度のもの） 

（３）金額積算根拠（見積書等） 

（４）事業内容に関する資料（カタログのカラーコピー等） 



（５）その他市長が必要と認める書類 

５ この要綱の規定により補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けた日の属する年

度の翌年度から起算して10年間は、助成希望をすることができない。ただし、他の団体から

の助成希望がない場合は除くものとする。 

 

（助成事業の申請） 

第７条 市長は、第６条の規定により選定した申請団体の事業について、大阪府より本市の事

業をセンターに申請すると通知があった場合、大阪府知事に申請するものとする。 

 

（決定の通知） 

第８条 市長は、大阪府知事を経由してセンターから助成事業の決定に係る通知があったとき

は、自主防災組織育成助成事業申請結果通知書（様式第２号）により、その結果を申請団体

に通知するものとする。 

 

（交付申請） 

第９条 第８条の規定による決定の通知を受けた申請団体（以下「助成団体」という。）は、

速やかに八尾市自主防災組織育成助成事業補助金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書

類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画・収支予算書（様式第４号） 

（２）八尾市自主防災組織育成助成事業申請一覧表（様式第５号） 

（３）前年度における収支決算書 

（４）金額積算根拠（希望書に添付した資料と変更がないものについては不要） 

（５）事業内容に関する資料（希望書に添付した資料と変更がないものについては不要） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第10条 市長は、第９条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その審査結果を八尾市自

主防災組織育成助成事業補助金交付決定通知書（様式第６号）により助成団体に通知するも

のとする。 

２ 前項の通知を受ける前に行った事業に要した経費については、対象経費から除外するもの

とする。 

 

（決定内容の変更） 

第11条 補助金の交付決定を受けた助成団体は、補助の決定を受けた事業について、その内容

に変更が生じる場合は、あらかじめ八尾市自主防災組織育成助成事業補助金変更申請書（様

式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業変更計画・収支予算書（様式第８号） 

（２）八尾市自主防災組織育成助成事業申請変更一覧表（様式第９号） 

（３）変更内容を説明する資料（見積書等） 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたとき



は、大阪府知事を経由してセンターに変更申請するものとする。 

３ 市長は、大阪府知事を経由してセンターから変更の承認通知があったときは、変更承認通

知書（様式第10号）により、助成団体に通知するものとする。 

４ 前項の通知を受ける前に行った事業に要した経費については、第10条第１項の通知により

補助金の交付が決定している経費を除き、対象経費から除外するものとする。 

 

（実績報告） 

第12条 補助金の交付決定を受けた助成団体は、事業が完了したときは、速やかに八尾市自主

防災組織育成助成事業実績報告書（様式第11号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

（１）事業報告・収支決算書（様式第12号） 

（２）八尾市自主防災組織育成助成事業実績一覧表（様式第13号） 

（３）支払関連資料（領収書等） 

（４）管理運営規程（備品貸出基準等）及び備品台帳 

（５）カラー写真（事業が完了していること及び宝くじ助成の表示（普及広報デザイン）が適

正に行われていることが確認できるもの） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定

の内容に適合すると認めたときは、大阪府知事を経由してセンターに実績報告するものとす

る。 

 

（確定通知） 

第13条 市長は、大阪府知事を経由してセンターから助成額の確定通知があったときは、助成

団体に交付すべき補助金の額を確定し、八尾市自主防災組織育成助成事業補助金確定通知書

（様式第14号）により助成団体に通知するものとする。 

 

（補助金の交付時期） 

第14条 第13条の通知を受けた助成団体は、市所定の請求書により市長に補助金の交付を請求

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

（概算払） 

第15条 市長は、補助金の目的を達成するため、第10条第１項の交付決定金額の範囲内におい

て、概算払により交付することができる。 

２ 前項の規定により概算払を受けようとする助成団体は、八尾市自主防災組織育成助成事業

補助金交付決定通知書の写しを添えて、市所定の請求書により市長に補助金の交付を請求す

るものとする。 

３ 前第１項の規定により補助金の概算払を受けた助成団体は、八尾市自主防災組織育成助成

事業補助金精算書（様式第15号）を市長に対し提出しなければならない。 

４ 前項の精算書を提出した助成団体は、交付を受けた補助金に残余金が生じているときは、

当該残余金について、第13条の通知を受けた後、速やかに返納するものとする。 



 

（交付決定の取り消し等） 

第16条 市長は、補助金の交付決定を受けた助成団体が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を停止し、又

は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。  

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）補助金をその目的以外に使用したとき。  

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

（４）この要綱の規定に違反したとき。  

（５）センターが補助対象事業の決定を取り消したとき。  

 

（委任） 

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。  

 

附 則 

この要綱は、令和７年８月 21日から施行する。 


